
《参考》　最低制限価格制度と低入札価格調査制度のイメージ図

【最低制限価格制度のイメージ図（現行）】 【低入札価格調査制度のイメージ図】

A社 549,500,000円 →予定価格超過 A社 549,500,000円 →予定価格超過

B社 508,900,000円 →予定価格超過 B社 508,900,000円 →予定価格超過

C社 499,800,000円 C社 499,800,000円

D社 496,200,000円 D社 496,200,000円

E社 488,000,000円 最も入札額が安い→ ③ E社 488,000,000円 ←調査対象が全者「不適当」な場合、

   落札者となる。

(基準価格以上なので、調査は不要）

F社 465,000,000円 →最低制限価格抵触(失格） ② F社 465,000,000円 調査対象順位２ → 適 当 → 落札者

G社 459,900,000円 →最低制限価格抵触(失格） ① G社 459,900,000円 調査対象順位１ → 不適当→　 失 格

Ｈ社 365,200,000円 →最低制限価格抵触(失格） Ｈ社 365,200,000円 →失格基準価格抵触(失格）
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